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昨年11月24日（木）に平成23年第3回臨時会が
開催され、4件の議案を審議しました。

市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を改正
する条例を定めることについて【原案可決】
　市長の給料月額を827,000円から822,000円に、副
市長の給料月額を715,000円から711,000円に減額す
るものです。

第3回臨時会の審議結果

和光市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一
部を改正する条例を定めることについて【原案可決】
　教育長の給料月額を683,000円から679,000円に減
額するものです。

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を
定めることについて【原案可決】
　職員給料表を改正し、給料月額を人事院勧告に準
じて0.19%引き下げるものです。

平成23年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第3号）
【原案可決】

　ひとり親家庭等の増加に伴う児童扶養手当の増額を
行うため、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,398万3千円
を追加し、合計額を232億5,319万3千円とするものです。

平成24年2月1日発行
編集／和光市議会 議会運営委員会

☎ 048-424-9108（直通）
http://www.city.wako.lg.jp/home/shigikai.html
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Ⓒ 和光市

12
月
定
例
会
の

�

審
議
結
果

12
月
定
例
会
の
主
な
議
案

　平成23年12月定例会が、12
月1日（木）から16日（金）まで
の16日間にわたって開かれま
した。
　今定例会では、市長から提
出された諮問2件、議案18件、
議員から提出された議案1件、
意見書2件、陳情3件について
審議しました。

※ 会派・議員別の議案の採決結果
は、10ページをご覧ください。

　

平
成
24
年
4
月
1
日
か
ら
平

成
26
年
3
月
31
日
ま
で
の
間
、

市
長
・
副
市
長
・
教
育
長
の
期
末

手
当
と
、
市
管
理
職
の
期
末
手

市
長
及
び
副
市
長
・
教
育
長
・
市

管
理
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て【
原
案
可
決
】

　

利
用
開
始
時
間
を
「
午
前
7

時
」
か
ら
「
午
前
9
時
」
に
改

正
す
る
も
の
で
す
。
た
だ
し
、

規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、

午
前
7
時
か
ら
9
時
ま
で
の

間
、
時
間
外
利
用
を
許
可
で
き

る
も
の
と
し
ま
し
た
。

和
光
市
総
合
体
育
館
設
置
及
び

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
原
案
可
決
】

　

住
民
の
転
出
入
が
多
い
と
い

う
地
域
特
性
を
考
慮
し
、
対
象

者
に
係
る
居
住
要
件
を
廃
止
す

る
も
の
で
す
。

和
光
市
子
ど
も
医
療
費
助
成
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て【
原
案
可
決
】

　

保
育
料
、延
長
保
育
料
な
ど
、

次
の
と
お
り
改
正
す
る
も
の
で
す
。

和
光
市
保
育
ク
ラ
ブ
設
置
及
び

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
原
案
可
決
】

世帯階層区分 改正後 改正前
第2階層 1,800円 1,400円
第3階層 3,600円 2,800円
第4階層 5,400円 4,200円
第5階層 7,200円 5,600円
第6階層 9,100円 7,000円

延長保育料 1,300円/月 1,000円/月

　

本
橋
晶
子
氏
、
田
川
文
雄
氏
を
推
薦
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
適
任
と
し
ま
し
た
。

人
事
案
件

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て【
適
任
】 原

子
力
発
電
に
頼
ら
な
い
社

会
を
構
築
す
る
こ
と
を
求
め

る
意
見
書
【
原
案
可
決
】

　

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

の
事
故
か
ら
９
か
月
が
経
過

し
た
今
、
放
射
能
汚
染
は
さ

ら
に
拡
大
し
、
農
産
物
、
海

産
物
へ
の
被
害
は
甚
大
な
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
持
続

可
能
な
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

開
発
を
進
め
る
こ
と
に
よ

り
、
将
来
に
大
き
な
負
担
を

残
す
原
子
力
発
電
に
頼
ら
な

い
社
会
の
構
築
を
求
め
ま
す
。

子
ど
も
医
療
費
に
関
す
る
意

見
書
【
否
決
】

　

子
ど
も
医
療
費
の
現
物
給

付
に
対
す
る
自
治
体
へ
の
国

庫
負
担
金
の
減
額
措
置
を
廃

止
す
る
こ
と
、
子
ど
も
医
療

費
の
無
料
化
を
国
の
制
度
と

し
て
当
面
、
就
学
前
の
子
ど

も
を
対
象
に
実
施
す
る
こ
と

を
要
望
し
ま
す
。

意見書

議
員
か
ら
意
見
書
案
２
件

が
提
出
さ
れ
、
可
決
さ
れ

た
意
見
書
は
関
係
機
関
へ

送
付
し
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
税
の
値
上
げ

に
反
対
す
る
こ
と
を
求
め
る

陳
情
【
み
な
し
不
採
択
】

　

国
民
健
康
保
険
事
業
の
赤

字
を
理
由
に
、
保
険
税
を

13
％
値
上
げ
す
る
予
定
だ
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
平
成
22

年
末
の
滞
納
世
帯
数
は
2
、

4
2
7
世
帯
で
滞
納
割
合

は
約
22
％
に
の
ぼ
っ
て
い
ま

す
。
だ
れ
で
も
安
心
し
て
医

療
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る

国
民
健
康
保
険
制
度
を
ま
も

る
た
め
に
、
国
保
税
の
値
上

げ
に
反
対
し
て
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
陳
情
し
ま
す
。

子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ

ム
の
導
入
に
反
対
し
、
現
行

保
育
制
度
の
拡
充
を
求
め
る

意
見
書
提
出
を
求
め
る
陳
情

【
不
採
択
】

　

新
シ
ス
テ
ム
の
導
入
で
は

な
く
、
国
と
自
治
体
の
責
任

で
保
育
・
子
育
て
の
支
援
施

策
を
拡
充
し
、
充
分
な
財
源

を
確
保
す
る
こ
と
な
ど
、
す

べ
て
の
子
ど
も
に
質
の
高
い

保
育
と
支
援
を
保
障
す
る
た

め
の
公
的
保
育
制
度
の
拡
充
・

改
革
に
つ
い
て
、
国
に
対
し

て
「
保
育
制
度
改
革
に
関
す

る
意
見
書
」を
採
択
し
て
く

だ
さ
る
よ
う
陳
情
し
ま
す
。

固
定
資
産
税
の
軽
減
に
関
す

る
陳
情
【
趣
旨
採
択
】

　

固
定
資
産
税
は
、
現
在
の

地
価
動
向
と
ま
っ
た
く
無
関

係
に
税
額
が
毎
年
増
加
す
る

仕
組
み
に
よ
り
納
税
者
の
過

重
な
負
担
は
ま
す
ま
す
顕
著

に
な
っ
て
い
ま
す
。
市
民
生

活
の
安
全
確
保
、
都
市
農
業

の
推
進
を
鑑
み
、
固
定
資
産

税
の
負
担
軽
減
に
対
す
る
仕

組
み
を
抜
本
的
に
見
直
し
て

い
た
だ
く
よ
う
陳
情
し
ま
す
。

会計名 補正額 補正後の金額
一 般 会 計 △509万3千円 232億4,810万円

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 943万3千円 68億6,627万1千円
後期高齢者医療 60万7千円 4億9,608万4千円
介 護 保 険 1億4,281万5千円 27億385万8千円
下 水 道 事 業 △804万2千円 11億5,462万1千円

　

平
成
23
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算

は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
5
0
9
万

3
千
円
を
減
額
し
、
総
額
を
2
3
2
億

4
、8
1
0
万
円
と
し
ま
し
た
。

　

主
な
内
容
は
、
子
ど
も
手
当
て
の
支

給
額
と
補
助
額
の
変
更
に
よ
る
2
億
3
、

4
3
0
万
円
の
減
額
、
大
和
中
学
校
体

育
館
改
築
工
事
費
１
億
２
千
万
円
の
減

額
な
ど
で
す
。

12月定例会の
平成23年度各会計補正予算

今号は、12月定例会と、
第3回臨時会のあらましをお知らせします。

議員提出議案

和
光
市
議
会
の
議
員
の
議
員
報

酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
定

め
る
こ
と
に
つ
い
て【
原
案
可
決
】

　

平
成
24
年
4
月
1
日
か
ら
平

成
26
年
3
月
31
日
ま
で
の
間
、議

員
の
期
末
手
当
の
額
か
ら
当
該

手
当
て
の
3
%
に
相
当
す
る
額

を
減
額
し
ま
す
。

全会一致で原案可決

　

国
民
健
康
保
険
事
業
に
お
け

る
健
全
な
財
政
運
営
を
図
る
た

め
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
等

の
見
直
し
を
行
い
、
平
成
23
年

度
と
比
較
し
て
10
・
6
3
%
引

き
上
げ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、

低
所
得
者
に
対
す
る
軽
減
措
置

と
し
て
、均
等
割
・
平
等
割
に
対

し
て
従
来
の
6
割
・
4
割
の
減

額
を
、
7
割
・
5
割
・
2
割
の

新
た
な
減
額
と
し
て
軽
減
対
象

者
の
拡
大
を
図
る
も
の
で
す
。

和
光
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定

め
る
こ
と
に
つ
い
て【
原
案
可
決
】

当
及
び
勤
勉
手
当
の
額
か
ら
、

当
該
手
当
て
の
3
%
に
相
当
す

る
額
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

保育料・延長保育料の改正内容

陳 情

市
民
等
の
陳
情
を
3
件

受
付
、審
議
し
ま
し
た
。

　

中
央
二
丁
目
4
6
2
1
番
30

地
先
か
ら
25
地
先
ま
で
の
路
線

を
市
道
6
2
4
号
線
と
し
て
認

定
し
ま
し
た
。

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

【
原
案
可
決
】
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分
停
止
等
の
対
応
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

指　

新
設
校
に
つ
い
て
は
、
来
年
度

の
予
算
に
明
確
に
打
ち
出
す
こ
と

改　

新
設
校
の
当
初
計
画
は
、
平
成

23
年
度
内
に
用
地
確
保
が
可
能
で

あ
っ
た
場
合
、
平
成
24
年
度
実
施
設

計
、
平
成
25
年
度
建
設
工
事
着
手
、

平
成
26
年
度
未
の
完
成
を
計
画
目
標

と
し
て
お
り
ま
す
。
用
地
取
得
は
非

常
に
厳
し
い
状
況
で
あ
り
、
引
き
続

き
平
成
24
年
度
に
も
用
地
確
保
に
全

力
を
注
い
で
ま
い
り
ま
す
。
予
算
は

計
画
ど
お
り
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
が
、
用
地
取
得
費
に
つ
い
て
は
土

地
鑑
定
評
価
が
伴
う
た
め
、
交
渉
が

整
っ
た
時
点
で
補
正
予
算
に
お
い
て

計
上
し
て
ま
い
り
ま
す
。

指　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
醸
成

す
る
た
め
に
、
多
様
な
地
域
活
動
を

支
援
す
る
こ
と

改　

東
日
本
大
震
災
の
発
生
以
降
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
重
要
性
が

見
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
存

団
体
の
み
な
ら
ず
、
多
様
な
地
域
活

動
へ
の
支
援
が
必
要
と
の
認
識
を
も

ち
、
今
後
の
事
業
展
開
を
図
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

指　

健
康
増
進
・
医
療
費
抑
制
の
観

点
か
ら
、
生
活
習
慣
病
等
の
対
策
を

具
体
化
す
る
こ
と

改　

総
合
健
診
・
国
保
総
合
健
診
の

実
施
日
数
を
増
や
す
こ
と
で
受
診
者

数
の
増
加
を
図
り
、
そ
こ
で
生
活
習

慣
を
改
善
す
る
た
め
の
保
健
指
導
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
健
診
結
果
説
明

会
で
は
、
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
相
談
、
か

ら
だ
に
よ
い
お
か
ず
の
試
食
会
、
保

健
師
に
よ
る
個
別
相
談
等
を
行
い
、

よ
り
よ
い
生
活
習
慣
へ
の
環
境
づ
く

り
を
し
て
い
き
ま
す
。

指　

正
確
な
予
算
計
上
に
努
め
、
安

易
に
流
用
を
行
わ
な
い
こ
と

改　

実
態
に
即
し
た
適
切
な
計
上
に

な
る
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
整
備
し
、

予
算
計
上
の
精
度
を
高
め
て
ま
い
り

ま
す
。
ま
た
、
流
用
に
つ
い
て
は
厳

密
な
管
理
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

指　

努
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

不
用
額
は
望
ま
し
い
が
、
過
度
な
不

用
額
の
積
み
残
し
を
避
け
、
補
正
を

行
う
な
ど
、
適
正
な
執
行
を
図
る
こ

と改　

不
用
額
を
積
極
的
に
残
し
、
特

に
、
単
独
事
業
に
係
る
委
託
料
、
工

事
請
負
費
、
備
品
購
入
費
等
の
契
約

差
金
は
、
最
終
見
込
み
の
検
証
を
十

分
に
行
い
、
原
則
減
額
補
正
を
行
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

指　

協
働
事
業
の
事
業
内
容
を
精
査

し
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
十
分
に
把

握
す
る
と
と
も
に
今
後
の
政
策
に
生

か
す
こ
と
。
ま
た
、
運
用
基
準
に
つ

い
て
は
、
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
見

直
し
執
行
す
る
こ
と

改　

各
事
業
に
つ
い
て
適
切
な
役
割

分
担
に
基
づ
い
た
効
果
的
な
事
業
運

営
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
現
在
、

協
働
指
針
の
見
直
し
を
行
っ
て
お

り
、
そ
の
後
に
運
用
基
準
を
改
め
て

作
成
し
、
市
民
及
び
行
政
の
相
互
理

解
が
得
ら
れ
た
事
業
と
な
る
よ
う
、

統
一
的
な
執
行
を
目
指
し
て
ま
い
り

ま
す
。

指　

業
務
委
託
や
指
定
管
理
に
対
し

て
は
、
委
託
内
容
を
精
査
す
る
と
と

も
に
、
委
託
に
よ
る
市
職
員
の
ス
キ

ル
や
主
体
性
の
低
下
を
招
か
な
い
よ

う
、
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と

改　

委
託
業
者
に
対
す
る
適
切
な
指

導
・
監
督
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、

庁
内
に
お
い
て
技
術
な
ど
を
留
保
す

べ
き
業
務
は
職
員
が
直
接
実
施
す
る

ほ
か
、
委
託
業
者
に
対
す
る
業
務
管

理
を
通
じ
て
民
間
の
事
業
実
施
手
法

の
吸
収
を
図
る
な
ど
、
職
員
の
業
務

遂
行
能
力
の
向
上
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

指　

市
税
や
使
用
料
等
の
収
納
に
つ

い
て
は
、
対
象
者
の
生
活
実
態
に
配

慮
し
な
が
ら
さ
ら
な
る
収
納
率
向
上

に
努
め
る
こ
と

改　

個
人
個
人
の
実
情
に
応
じ
、
ま

た
納
税
者
の
利
便
性
を
考
え
た
納
税

相
談
を
実
施
し
、
納
税
者
の
生
活
実

態
に
配
慮
し
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ

た
分
割
納
付
・
徴
収
猶
予
・
滞
納
処

指：指摘事項
改：改善策

　

昨
年
9
月
に
行
わ
れ
た
決
算
審
査
特
別
委
員
会
で
の
指
摘

事
項
に
つ
い
て
、市
長
か
ら
改
善
策
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

決
算
審
査
特
別
委
員
会
の

指
摘
事
項
に
対
す
る
改
善
策

　12月9日（金）、12日（月）〜14日
（水）の4日間、市政に対する一般
質問では、16名の議員により活発
な議論が行われました。
　各議員の質問の概要は以下の
とおりです。（掲載は発言順）
　詳細な質問及び市長以下、各関
係部長の答弁は、2月下旬に市議会
ホームページでご覧になれます。

一般質問
市政に対する

和
光
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
の

見
直
し
を

質
問
▼
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
住
民
説
明

範
囲
等
、
現
状
の
問
題
点
を
列
挙
し
市

民
参
加
に
よ
る
改
定
を
す
べ
き
と
考
え

る
が
、
そ
の
取
り
組
み
時
期
は
。

建
設
部
長
▼
近
隣
住
民
等
の
範
囲
、
説

明
方
法
、
公
園
の
設
置
基
準
等
、
市
民

参
加
手
法
で
見
直
し
、
今
年
度
中
の
改

定
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
成
年
後
見
制
度
、
女
性

管
理
職
の
登
用
ア
ッ
プ
、
市
有
遊
休
地

の
実
態
と
有
効
活
用
、
新
河
岸
川
の
洪

水
対
策
と
改
修
計
画
、
水
路
と
道
路
敷

き
を
測
量
し
生
活
道
路
と
し
て
利
用
促

進
、
幼
稚
園
不
足
と
地
域
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
問
題
、
大
和
中
新
体
育
館
の
２

月
完
成
と
伐
採
さ

れ
た
記
念
樹
の
復

元
な
ど
の
質
問
を

し
ま
し
た
。

赤
松
祐
造

（
新
し
い
風
） 1

高
齢
者
世
帯
の
見
守
り
状
況
と

認
知
症
介
護
の
家
族
支
援
は

質
問
▼
高
齢
者
世
帯
見
守
り
活
動
に
お

け
る
民
生
委
員
児
童
委
員
と
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
連
携
、
認
知
症
介

護
で
の
家
族
支
援
、
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
の
活
用
、
今
後
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
伺
う
。

保
健
福
祉
部
長
▼
見
守
り
は
チ
ー
ム
ケ

ア
で
、状
況
に
応
じ
た
連
携
を
と
っ
て
い

ま
す
。今
後
は
本
市
独
自
に
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
拠
点
を
つ
な
ぐ
認
知
症
介

護
の
家
族
会
等
の
あ
り
方
や
、24
時
間

定
期
巡
回
随
時
対
応
サ
ー
ビ
ス
等
の
設

置
も
検
討
し
て
い
き
ま
す
。認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
は
、来
年
度
か
ら
の
事
業
計
画

で
具
体
的
に
位
置
づ
け
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
災
害
時
要
援
護
者
名
簿

の
運
用
、
ポ
リ
オ
不
活
化
ワ
ク
チ
ン
導

入
ま
で
の
市
の
対
応
な
ど
の
質
問
を
し

ま
し
た
。

待
鳥
美
光

（
新
し
い
風
） 4

土
地
区
画
整
理
事
業
の

進
捗
状
況
は

質
問
▼
駅
北
口
土
地
区
画
整
理
事
業
に

お
け
る
概
略
仮
換
地
の
進
捗
状
況
の
確

認
。
北
イ
ン
タ
ー
地
域
土
地
区
画
整
理

事
業
の
計
画
変
更
内
容
及
び
そ
の
工
程

表
の
確
認
。

建
設
部
長
▼
駅
北
口
の
事
業
に
つ
い
て

は
、平
成
24
年
度
に
仮
換
地
案
を
作
成

し
、25
年
度
に
工
事
着
手
予
定
で
す
。進

捗
状
況
に
合
わ
せ
た
予
算
計
上
を
行
い

ま
す
。北
イ
ン
タ
ー
の
事
業
で
は
、地
権

者
の
意
向
の
変
化
や
、進
出
企
業
が
大

型
街
区
を
希
望
し
て
い
る
等
の
課
題
が

あ
り
、計
画
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま

す
。1
月
下
旬
に
は
総
会
を
開
催
、2
月

に
権
利
者
へ
の
個
別
説
明
会
を
行
い
、3

月
中
旬
に
は
予
算
と
計
画
変
更
案
の
承

諾
を
い
た
だ
く
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
生
活
保
護
、
青
少
年
育

成
な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

齊
藤
秀
雄

（
緑
風
会
） 5

職
員
評
価
制
度
の
導
入
を

質
問
▼
給
与
の
上
げ
下
げ
は
人
事
院
勧

告
に
準
拠
す
る
が
、
既
に
評
価
制
度
を

導
入
し
て
い
る
国
を
見
習
う
べ
き
で
は

な
い
か
。

市
長
▼
就
任
当
初
か
ら
こ
れ
ま
で
、
こ

の
評
価
制
度
に
お
け
る
金
銭
の
反
映
に

つ
い
て
は
管
理
職
を
対
象
と
し
た
運
用

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
全
職
員
を
対
象

と
し
た
制
度
と
い
う
と
、
ま
だ
厳
し
い

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
全
体
に
広
げ
る

こ
と
を
職
員
団
体
と
も
話
し
合
い
、
な

る
べ
く
早
期
に
広
げ
ら
れ
る
よ
う
、
よ
り

精
度
を
高
め
る
努
力
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、予
算
編
成
方
針
、退
職
金

規
定
と
年
金
運
用
、収
納
率
の
現
状
と

今
後
、駅
北
口
土
地
区
画
整
理
事
業
、ご

み
有
価
物
持
ち
去
り
対
策
、自
転
車
走

行
規
制
問
題
な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

並
木
修
二

（
和
光
市
民
ネ
ッ
ト
） 6

小
学
校
建
設
の
進
捗
状
況
は

質
問
▼
第
四
次
和
光
市
総
合
振
興
計
画

実
施
計
画
、
平
成
24
年
度
～
26
年
度
計

画
の
、
小
・
中
学
校
の
建
設
計
画
の
中

で
、
24
年
度
に
小
学
校
建
設
用
地
取
得

と
な
っ
て
い
る
が
、
27
年
度
4
月
開
校

予
定
は
計
画
ど
お
り
に
進
ん
で
い
る
か
。

教
育
委
員
会
事
務
局
審
議
監
▼
平
成
27

年
度
開
校
を
目
指
し
用
地
交
渉
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
が
、
交
渉
経
過
は
厳
し

い
状
況
で
、
23
年
度
内
で
の
用
地
取
得

は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
24

年
度
に
お
い
て
も
、
用
地
確
保
に
努
め

て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
通
学
路

の
安
全
対
策
、
土
地
区

画
整
理
事
業
の
進
捗
状

況
、自
転
車
専
用
道
路
、

墓
地
建
設
な
ど
の
質
問

を
し
ま
し
た
。

吉
田
武
司

（
新
和
会
） 7

自
治
会
に
お
け
る「
防
災

リ
ー
ダ
ー
」の
早
急
な
養
成
を

質
問
▼
各
自
治
会
の
防
災
活
動
を
活
発

に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
活
動
の
中
心

的
な
役
割
を
担
う「
防
災
リ
ー
ダ
ー
」を

養
成
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
市
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

総
務
部
長
▼
地
域
で
の

自
助
・
共
助
の
必
要
性

は
改
め
て
痛
感
し
て
い

ま
す
。
現
在
、
補
助
金

制
度
や
窓
口
相
談
、
職

員
や
消
防
団
の
派
遣
な

ど
に
よ
り
地
域
で
の
防
災
訓
練
を
支
援

し
て
い
ま
す
。
ま
た「
防
犯
・
防
災
リ
ー

ダ
ー
養
成
講
座
」
を
開
催
し
、
自
主
防

災
組
織
の
中
心
的
役
割
を
担
う
リ
ー

ダ
ー
の
養
成
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
防
災
訓
練
の
充
実
、
福

祉
と
防
災
の
連
携
な
ど
の
質
問
を
し
ま

し
た
。

田
上
安
男

（
和
光
の
未
来
を
考
え
る
会
） 2

和
光
市
墓
地
条
例
の
改
正
を

質
問
▼
近
隣
住
民
と
墓
地
建
設
予
定
者

と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
し
、
乱

開
発
を
防
ぐ
た
め
、
和
光
市
墓
地
条
例

を
現
状
に
対
応
で
き
る
よ
う
改
正
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

市
民
環
境
部
長
▼
条
例
の
改
正
は
墓
地

建
設
の
永
続
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
第

一
で
す
。
乱
開
発
の
防
止
と
近
隣
に
配

慮
し
た
計
画
が
な

さ
れ
る
こ
と
が
重

要
で
す
の
で
、
他

の
市
町
村
の
事
例

を
踏
ま
え
、
早
急

な
改
正
に
向
け
て

検
討
し
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
補
助
金
見
直
し
の
妥
当

性
や
公
共
施
設
保
全
計
画
、
特
別
支
援

教
育
な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

斉
藤
克
己

（
公
明
党
） 3

一般質問とは、議員が行政全般にわたり、執行機関（市）に対し事務執行の状況や将来に対する方針について質問し、報告や説明を求め、疑問をただすことです。
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分
停
止
等
の
対
応
を
行
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

指　

新
設
校
に
つ
い
て
は
、
来
年
度

の
予
算
に
明
確
に
打
ち
出
す
こ
と

改　

新
設
校
の
当
初
計
画
は
、
平
成

23
年
度
内
に
用
地
確
保
が
可
能
で

あ
っ
た
場
合
、
平
成
24
年
度
実
施
設

計
、
平
成
25
年
度
建
設
工
事
着
手
、

平
成
26
年
度
未
の
完
成
を
計
画
目
標

と
し
て
お
り
ま
す
。
用
地
取
得
は
非

常
に
厳
し
い
状
況
で
あ
り
、
引
き
続

き
平
成
24
年
度
に
も
用
地
確
保
に
全

力
を
注
い
で
ま
い
り
ま
す
。
予
算
は

計
画
ど
お
り
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
が
、
用
地
取
得
費
に
つ
い
て
は
土

地
鑑
定
評
価
が
伴
う
た
め
、
交
渉
が

整
っ
た
時
点
で
補
正
予
算
に
お
い
て

計
上
し
て
ま
い
り
ま
す
。

指　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
醸
成

す
る
た
め
に
、
多
様
な
地
域
活
動
を

支
援
す
る
こ
と

改　

東
日
本
大
震
災
の
発
生
以
降
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
重
要
性
が

見
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
存

団
体
の
み
な
ら
ず
、
多
様
な
地
域
活

動
へ
の
支
援
が
必
要
と
の
認
識
を
も

ち
、
今
後
の
事
業
展
開
を
図
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

指　

健
康
増
進
・
医
療
費
抑
制
の
観

点
か
ら
、
生
活
習
慣
病
等
の
対
策
を

具
体
化
す
る
こ
と

改　

総
合
健
診
・
国
保
総
合
健
診
の

実
施
日
数
を
増
や
す
こ
と
で
受
診
者

数
の
増
加
を
図
り
、
そ
こ
で
生
活
習

慣
を
改
善
す
る
た
め
の
保
健
指
導
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
健
診
結
果
説
明

会
で
は
、
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
相
談
、
か

ら
だ
に
よ
い
お
か
ず
の
試
食
会
、
保

健
師
に
よ
る
個
別
相
談
等
を
行
い
、

よ
り
よ
い
生
活
習
慣
へ
の
環
境
づ
く

り
を
し
て
い
き
ま
す
。

指　

正
確
な
予
算
計
上
に
努
め
、
安

易
に
流
用
を
行
わ
な
い
こ
と

改　

実
態
に
即
し
た
適
切
な
計
上
に

な
る
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
整
備
し
、

予
算
計
上
の
精
度
を
高
め
て
ま
い
り

ま
す
。
ま
た
、
流
用
に
つ
い
て
は
厳

密
な
管
理
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

指　

努
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

不
用
額
は
望
ま
し
い
が
、
過
度
な
不

用
額
の
積
み
残
し
を
避
け
、
補
正
を

行
う
な
ど
、
適
正
な
執
行
を
図
る
こ

と改　

不
用
額
を
積
極
的
に
残
し
、
特

に
、
単
独
事
業
に
係
る
委
託
料
、
工

事
請
負
費
、
備
品
購
入
費
等
の
契
約

差
金
は
、
最
終
見
込
み
の
検
証
を
十

分
に
行
い
、
原
則
減
額
補
正
を
行
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

指　

協
働
事
業
の
事
業
内
容
を
精
査

し
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
十
分
に
把

握
す
る
と
と
も
に
今
後
の
政
策
に
生

か
す
こ
と
。
ま
た
、
運
用
基
準
に
つ

い
て
は
、
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
見

直
し
執
行
す
る
こ
と

改　

各
事
業
に
つ
い
て
適
切
な
役
割

分
担
に
基
づ
い
た
効
果
的
な
事
業
運

営
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
現
在
、

協
働
指
針
の
見
直
し
を
行
っ
て
お

り
、
そ
の
後
に
運
用
基
準
を
改
め
て

作
成
し
、
市
民
及
び
行
政
の
相
互
理

解
が
得
ら
れ
た
事
業
と
な
る
よ
う
、

統
一
的
な
執
行
を
目
指
し
て
ま
い
り

ま
す
。

指　

業
務
委
託
や
指
定
管
理
に
対
し

て
は
、
委
託
内
容
を
精
査
す
る
と
と

も
に
、
委
託
に
よ
る
市
職
員
の
ス
キ

ル
や
主
体
性
の
低
下
を
招
か
な
い
よ

う
、
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と

改　

委
託
業
者
に
対
す
る
適
切
な
指

導
・
監
督
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、

庁
内
に
お
い
て
技
術
な
ど
を
留
保
す

べ
き
業
務
は
職
員
が
直
接
実
施
す
る

ほ
か
、
委
託
業
者
に
対
す
る
業
務
管

理
を
通
じ
て
民
間
の
事
業
実
施
手
法

の
吸
収
を
図
る
な
ど
、
職
員
の
業
務

遂
行
能
力
の
向
上
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

指　

市
税
や
使
用
料
等
の
収
納
に
つ

い
て
は
、
対
象
者
の
生
活
実
態
に
配

慮
し
な
が
ら
さ
ら
な
る
収
納
率
向
上

に
努
め
る
こ
と

改　

個
人
個
人
の
実
情
に
応
じ
、
ま

た
納
税
者
の
利
便
性
を
考
え
た
納
税

相
談
を
実
施
し
、
納
税
者
の
生
活
実

態
に
配
慮
し
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ

た
分
割
納
付
・
徴
収
猶
予
・
滞
納
処

常任委員会において、各種事業の先進地を視察しました
10月18日（火）
静岡県掛川市

◦生涯学習によるまちづくり
◦高齢者福祉
　 しゃっきり度チェック・ぴんぴん

教室、高齢者見守りネットワーク
推進事業 など

▲ 掛川市は生涯学習と高齢者福祉に工夫
ある取り組みを行っている

文教厚生常任委員会 10月18日（火）
新潟県十日町市

◦国内クレジット制度
◦十日町エコポイント制度
◦ 震災後の市内中小企業、観光事業

の現状

10月19日（水）
新潟県南魚沼市

◦都市再生整備計画「塩沢地区」
▲ 十日町市は国内クレジット制度など環境

に関する先駆けた事業に取り組んでいる

総務環境常任委員会

市
道
認
定
基
準
の
見
直
し
と

私
道
改
修
補
助
の
充
実
を

質
問
▼
議
会
開
催
ご
と
に
宅
地
開
発
に

伴
う
行
き
止
ま
り
道
路
の
認
定
議
案
が

出
さ
れ
る
が
、認
定
す
る
意
義
と
基
準
、

ま
た
、
私
道
の
修
繕
工
事
補
助
基
準
に

つ
い
て
お
答
え
願
い
た
い
。

建
設
部
長
▼
和
光
市
道
路
認
定
に
関
す

る
基
準
で
は
、
道
路
幅
員
、
道
路
境
界
、

道
路
の
起
点
及
び
終
点
が
そ
れ
ぞ
れ
道

路
法
上
の
道
路
に
接
続
し
て
い
る
等
の

規
定
が
あ
り
、
行
き
止
ま
り
道
路
に
つ

い
て
は
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
24

条
第
5
項
た
だ
し
書
き
に
お
い
て
認
め

ら
れ
て
お
り
、
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
50

条
第
2
項
で
は
、
制
限
を
強
化
し
て
い

ま
す
。
私
道
修
繕
工
事
補
助
は
、
平
成

24
年
度
予
算
で
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
市
有
施
設
の
下
水
道
接

続
状
況
な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

駒
井
政
公

（
新
し
い
風
） 8

生
物
多
様
性
を
考
え
た

湧
水
地
の
保
全
を

質
問
▼
和
光
市
の「
緑
の
基
本
計
画
」に

「
特
に
良
好
な
野
生
動
植
物
」と
し
て
カ

ワ
モ
ズ
ク
を
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が

生
息
し
て
い
る
湧
水
地
は
崖
線
と
共
に

保
全
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

市
民
環
境
部
長
▼
地
権
者
の
意
向
を
確

認
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後
市
民
環
境

部
、
建
設
部
の
連
携
を
と
っ
て
積
極
的

に
事
業
を
展
開

し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、医
療
被
ば
く
の
軽
減
、区

画
整
理
事
業
な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

須
貝
郁
子

（
新
し
い
風
） 9

公
民
館
運
営
の
民
間
委
託
で

運
営
費
削
減
と
サ
ー
ビ
ス
向
上
を

質
問
▼
市
は
3
か
所
あ
る
公
民
館
の
運

営
の
た
め
人
件
費
を
約
7
千
5
百
万
円

か
け
て
い
る
が
、10
か
所
あ
る
地
域
セ
ン

タ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
は
市

民
が
約
1
千
6
百
万
円
の
人
件
費
で
運

営
し
て
い
る
。公
民
館
の
あ
り
方
を
見

直
し
、運
営
を
民
間
か
市
民
に
委
託
し

て
、よ
り
身
近
な
サ
ー
ビ
ス
に
転
換
す
べ

き
と
考
え
る
が
、市
と
し
て
の
考
え
は
。

教
育
部
長
▼
公
民
館
は
生
涯
学
習
を
推

進
し
、
市
民
活
動
を
支
援
す
る
拠
点
と

し
て
社
会
教
育
法
に
よ
り
、
市
が
責
任

を
も
っ
て
運
営
を
行
う
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
運
営
費
削
減
に
は
よ
り
一
層
努
力

を
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
公
園
の
日
常
の
維
持
管

理
費
の
削
減
策
、
職
員
団
体
と
の
一
時

金
カ
ッ
ト
に
関
す
る
団
体
交
渉
の
経
緯

な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

金
井
伸
夫

（
和
光
市
民
ネ
ッ
ト
） 10

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出
と
副
都
心
線

横
浜
相
互
直
通
運
転
へ
の
取
り
組
み
を

質
問
▼
副
都
心
線
の
横
浜
直
通
運
転
が

来
年
に
迫
っ
て
い
る
。
市
へ
の
集
客
の

た
め
の
イ
ベ
ン
ト
や
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド

の
創
出
な
ど
、市
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

市
民
環
境
部
長
▼
平
成
24
年
度
中
の
横

浜
直
通
運
転
の
開
始
時
に
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
、
ゆ
る
キ
ャ
ラ
の
着
ぐ
る
み
出

演
、
わ
こ
う
っ
ち
グ
ッ
ズ
の
販
売
な
ど

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
ブ

ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年
度
に

選
考
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
認
定
を
開

始
し
、
市
内
外
へ
P
R
し
て
い
く
予
定

で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
要
援
護
者
名
簿
管
理
の

ル
ー
ル
化
、
女
性
の
視
点
を
生
か
し
た

防
災
対
策
、避
難
所
運
営
の
訓
練
実
施
、

食
育
、
小
学
校
新
設
、
学
校
ト
イ
レ
の

改
修
、
公
園
の
管
理
な
ど
の
質
問
を
し

ま
し
た
。

村
田
富
士
子

（
公
明
党
） 11

放
射
性
物
質
の
線
量
測
定
器

の
追
加
購
入
と
職
員
の
配
置
を

質
問
▼
市
民
の
不
安
に
応
え
、
詳
細
測

定
調
査
箇
所
の
拡
大
と
測
定
器
の
貸
出

し
の
た
め
、
放
射
線
量
測
定
器
の
追
加

購
入
と
、
測
定
職
員
配
置
の
継
続
を
要

望
す
る
。

市
民
環
境
部
長
▼
貸
出
し
や
測
定
等
市

民
か
ら
の
要
望
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。現
在
の
1
台
と
同
規
格
の
測
定
器

を
追
加
で
2
台
購
入
し
、測
定
職
員
1
名

を
配
置
し
ま
す
。詳
細
測
定
や
測
定
結
果

の
公
表
、職
員
が
現
場
で
測
定
す
る
か
又

は
測
定
器
の
貸
出
し
を
行
う
か
を
含
め
、

放
射
線
測
定
要
領
を
年
内
に
定
め
て
、そ

れ
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
市
政
運
営
で
税
と
負
担

の
公
正
化
の
問
題
点
、
建
設
労
働
者
の

賃
金
確
保
、
学
校
校
舎
の
大
規
模
改
修

工
事
、
図
書
館
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

熊
谷
二
郎

（
日
本
共
産
党
） 12

市
内
企
業
が
活
性
化
す
る

入
札
制
度
へ
見
直
し
を

質
問
▼
市
内
の
建
設
企
業
は
災
害
時
に

お
け
る
緊
急
対
応
等
、
市
民
の
皆
様
の

安
全
を
守
っ
て
い
る
。
そ
の
協
力
が
評

価
さ
れ
、
受
注
に
結
び
つ
く
よ
う
、
公

共
事
業
の
入
札
で
は
指
名
競
争
入
札
を

1
千
万
円
ま
で
拡
大
、
ま
た
、
分
離
発

注
の
実
施
や
大
規
模
工
事
に
お
い
て
下

請
け
に
市
内
業
者
を
指
定
す
る
な
ど
の

制
度
見
直
し
を
。

総
務
部
長
▼
5
百
万
円
以
上
1
千
万
円

未
満
の
建
設
工
事
は
、
資
格
要
件
を
市

内
に
本
店
が
あ
る
企
業
に
限
定
し
て
い

ま
す
。
今
後
、
分
離
・
分
割
発
注
が
可

能
な
事
業
は
実
施
に
向
け
て
検
討
し
て

い
き
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
自
転
車
条
例
、
健
康
づ
く

り
、
保
育
マ
マ
制
度
な
ど
の
質
問
を
し

ま
し
た
。

阿
部
か
を
る

（
公
明
党
） 13

下
新
倉
4
丁
目

西
本
村
さ
く
ら
公
園
の
完
成

質
問
▼
子
ど
も
の
安
全
を
願
い
お
母
さ

ん
方
が
一
生
懸
命
署
名
に
取
り
組
み
、

議
会
に
陳
情
、
地
主
さ
ん
の
協
力
に

よ
っ
て
市
が
予
算
化
し
、
立
派
な
公
園

が
完
成
さ
れ
た
こ
と
を
評
価
す
る
と
と

も
に
、
公
園
の
特
徴
と
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

の
内
容
及
び
維
持
管
理
を
問
う
。

建
設
部
長
▼
見
晴
ら
し
が
よ
く
開
放
感

の
あ
る
公
園
で
、
名
前
の
由
来
で
あ

る
八
重
桜
6
本
を
植
栽
し
て
い
ま
す
。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
子
ど

も
た
ち
に
樹
木
の
名
前
な
ど
を
教
え
る

「
ミ
ニ
あ
そ
び
の
森
」
を
行
う
予
定
で

す
。
維
持
管
理
は
業
者
委
託
に
よ
る
管

理
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
医
療
の
充
実
、
防
災
対

策
、
待
機
児
童
解
消
、
新
設
校
の
建
設
、

農
地
転
用
と
墓
地
、
太
陽
光
発
電
の
普

及
な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

佐
久
間
美
代
子

（
日
本
共
産
党
） 14

防
災
対
策
で
家
具
転
倒
防
止

の
推
進
と
支
援
を

質
問
▼
室
内
家
具
の
転
倒
が
地
震
時
に

避
難
を
難
し
く
し
、
地
域
防
災
活
動
に

負
荷
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
誰
も
が

取
り
付
け
ら
れ
る
環
境
に
な
い
た
め
、

支
援
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

総
務
部
長
▼
地
震
に
よ
る
家
具
等
の
転

倒
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
に

よ
る
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
の
災
害
時

要
援
護
者
の
人
的
被
害
を
軽
減
す
る
た

め
、
来
年
度
か
ら
家

具
転
倒
防
止
器
具
設

置
推
進
事
業
を
進
め

て
い
く
こ
と
と
し
、当

初
予
算
に
計
上
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、第
五
期
介
護
保
険
事
業
、

高
齢
者
の
社
会
的
孤
立
、
自
治
会
の
強

化
と
支
援
、
国
保
税
率
見
直
し
と
予
防

医
療
な
ど
の
質
問
を
し
ま
し
た
。

吉
田
け
さ
み

（
日
本
共
産
党
） 15

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
改
善
を

質
問
▼
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
対
し

て
、
市
民
か
ら
求
め
る
情
報
に
た
ど
り

つ
か
な
い
と
い
う
声
を
よ
く
聞
く
が
、

市
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
把
握
し
て
い

る
の
か
、
ま
た
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
改
善
す
る
考
え
が
あ
る
の
か
伺
う
。

企
画
部
長
▼
求
め
る
情
報
に
た
ど
り
つ

か
な
い
と
い
っ
た
声
が
あ
る
こ
と
は
把

握
し
て
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載

量
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
情
報
を

い
か
に
適
切
に
分
類
し
、
利
用
者
に
届

け
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
よ

り
利
用
し
や
す
い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
構

築
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
電
算
シ
ス
テ
ム
、
第
四

次
総
合
振
興
計
画
実
施
計
画
な
ど
の
質

問
を
し
ま
し
た
。

猪
原
陽
輔

（
新
し
い
風
） 16

本会議中継の録画DVDを貸出し 各定例会終了日の2週間後から、議会事務局窓口と図書館で貸出しています。
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議案の採決結果 今定例会で審議された議案の採決結果です。
人事・報告案件は除きます。

〇：賛成　×：反対　欠：欠席　退：退席　棄：棄権　除：除斥
議長 菅原 満は会派に所属せず 

掲載記事の詳細は、議会事務局（電話 424-9108 FAX 463-2835 Eメール i0100@city.wako.lg.jp）までお問い合わせください。

編集委員会 ■委員長　吉田けさみ　■副委員長　齊藤秀雄　■委員　金井伸夫　村田富士子　猪原陽輔　田上安男　吉田武司

平成23年第3回臨時会

 会派名

議員名

新しい風 日本共産党 公明党 緑風会 和光市民
ネット

和
光
の
未
来

を
考
え
る
会

新
和
会

議決
結果

須
貝　

郁
子

赤
松　

祐
造

猪
原　

陽
輔

駒
井　

政
公

待
鳥　

美
光

吉
田　

け
さ
み

佐
久
間
美
代
子

熊
谷　

二
郎

阿
部　

か
を
る

斉
藤　

克
己

村
田　

富
士
子

栗
原　

次
男

齊
藤　

秀
雄

並
木　

修
二

金
井　

伸
夫

田
上　

安
男

吉
田　

武
司

市長提出議案

市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を定める
ことについて

○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

平成23年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

平成23年12月定例会
市長提出議案

彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例を定めることについて

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

市長及び副市長の給与の特例に関する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

職員の給与の特例に関する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市税条例等の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市総合体育館設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

和光市保育クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

市道路線の認定について × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

平成23年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第4号） ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

平成23年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

平成23年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

平成23年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

平成23年度埼玉県和光市下水道事業特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議員提出議案

和光市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

陳情

国民健康保険税の値上げに反対することを求める陳情 ※「和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて」が原案可決されたため�みなし不採択

子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書
提出を求める陳情 × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × 不採択

固定資産税の軽減に関する陳情 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 趣旨採択

意見書

原子力発電に頼らない社会を構築することを求める意見書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × × 原案可決

子ども医療費に関する意見書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × 否決

議会報告会を開催しました 3月定例会の開催予定

開会時間は
各日9：00を予定ぜひ!!傍聴にお越しください。

※ 正式な日程は2月23日（木）開催の議会運営委員会で決定する予定です。
※ 請願・陳情の締め切りは2月22日（水）15：00の予定です。

3月定例会は2月26日（日）開会予定

2月� 26日日 本会議開会、施政方針に対する質疑
27日月 提案説明

3月� 2日金 議案に対する質疑

5日月〜8日木 委員会
9日金

12日月〜14日水 一般質問

19日月 委員長報告、質疑
21日水 討論、採決、本会議終了

　市民との情報共有と開かれた議会を目指すこ
とを目的に、昨年11月5日（土）に議会報告会を開
催しました。
　報告会では、9月定例会で総務環境・文教厚生
常任委員会で審議された内容を各委員長が報告。
決算審査特別委員会委員長が決算審査の概要を、
各委員が審議内容を説明しました。
　その後、来場者からの質疑に対して議員が回答
しました。

　市民の皆様から、報告会に関する質問や意見の
ほか、市の各種事業、議会に関する意見などをお
聞きすることができました。
　報告会の様子や来場者からの質問等に対する
回答などは、議
会事務局窓口又
は市議会ホーム
ページでご覧に
なれます。

市議会ホームページもご利用ください 和光市議会 検　索

●本会議の手話通訳、要約筆記を無料で手配できます。
●市議会だよりを朗読したカセットテープとCDを貸出しています。




